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平成２３年第１回訓子府町議会定例会会議録 

 

 

○議事日程(第２日目) 

平成２３年３月９日（水曜日）       午前９時３０分開会 

 

第１３ 議案第１６号 訓子府町副町長定数条例の一部を改正する条例を廃止する条例の 

           制定について 

第１４ 議案第１８号 町長、副町長及び教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一 

           部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１５ 議案第１９号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１６ 議案第２０号 職員の給与の特例に関する条例の制定について 

第１７ 議案第１０号 平成２３年度訓子府町一般会計予算について 

第１８ 議案第１１号 平成２３年度訓子府町国民健康保険特別会計予算について 

第１９ 議案第１２号 平成２３年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算について 

第２０ 議案第１３号 平成２３年度訓子府町介護保険特別会計予算について 

第２１ 議案第１４号 平成２３年度訓子府町下水道事業特別会計予算について 

第２２ 議案第１５号 平成２３年度訓子府町水道事業会計予算について 

第２３ 議案第１７号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の 

           制定について 

第２４ 議案第２２号 北海道総合事務組合規約の変更について 

第２５ 議案第２３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

第２８ 報告第 １号 定期監査結果報告について 

第２９ 報告第 ２号 出納検査結果報告について 

第３０ 報告第 ３号 所管事務調査結果報告について
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開会 午前 ９時３０分 

    ◎開議の宣告 

○議長（橋本憲治君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の出欠報告をいたします。本日は、全議員の出席であります。 

 田古選挙管理委員長から欠席の報告がありました。 

 なお、田古選挙管理委員長については、本日から今定例会の閉会まで欠席であります。 

 また、本日、飯田教育委員長に代わり、但野教育委員長職務代理者が出席しております。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあるとおりであります。 

 

    ◎議案第１６号、議案第１８号、議案第１９号、議案第２０号、議案第１０号、 

     議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、議案第１４号、議案第１５号 

○議長（橋本憲治君） それでは、昨日に引き続きまして、新年度予算について、提案理

由の説明を願います。 

 一般会計の歳出からお願いをいたします。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（山内啓伸君） それでは、４５ページから歳出の事項別明細書になりま

す。 

 なお、歳出におきましても特徴的なもののみ説明をさせていただきますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 それでは、４５ページの１款、議会費をお開きください。 

 議会費では、議員１０名分の人件費の計上や議会図書設置経費５万円の計上などで、議

会費全体では、前年より４３３万円ほど多い４，１２９万４千円の計上となっております。 

 続きまして、２款、総務費にまいります。 

 まず、４７ページ、１目、一般管理費では、４８ページの右上に、１０の事業区分ごと

の事業費が計上されてございますので、前年度比較で特徴的なもののみを説明させていた

だきます。 

 まず、職員管理研修事業では、計画的に職員１名を市町村アカデミーに参加させること

など職員研修の強化で、前年より６２万円ほどの増となっております。 

 庁舎等維持管理経費にあります燃料費と光熱水費につきましては、昨年当初予算計上時

と比較して、単価が若干上がっていることから伸びておりますが、全体調整でほぼ前年度

と同額計上となっております。 

 次に、姉妹町交流事業では、昨年に引き続き、交換留学や特産品宣伝紹介事業を実施す

ることとして、前年並みの１７１万４千円の計上となっております。 

 各種基金積立金では、５０ページの２５節を見ていただきたいのですが、昨年、北海道

市町村備荒資金組合で運用した３億円などを原資に財政調整基金へ２億円を戻し入れし、

福祉教育施設整備に備え社会資本整備基金に２億５千万円、今後、大幅な財政出動が想定

される電子行政に充当するため、地域活性化基金に新たに区分を設けて５千万円を予算積

立することとして、利息を含めて、合わせて５億１０８万円を計上しております。 
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 次、５１ページにまいりまして、３目、財産管理費では、今度は５２ページの右側の２

段目の事業になりますが、教職員住宅取得事業では、日出教職員住宅の償還が終了したこ

とから、昨年度よりも２７０万円の減となっており、残りの居小分については、本年が最

終年となっております。 

 ４目、公有林管理費では、４０７万円ほど増となっておりますが、これは５２ページの

右側の町有林管理事業の中で、１２節の火災保険料につきましては、５年更新となります

が、本年度の更新面積が多いため、前年より４５０万円ほど多い５９７万３千円の計上と

なっていることが要因であります。 

 また、１３節、委託料の管理業務、２５万７千円については、引き続き、町有林のツル

切り・枝打ち業務を季節労働者の雇用対策を兼ね実施しようとするものであり、造林業務

は、施業計画に基づく事業の実施経費の計上。 

 また、町有林立木調査等管理業務１，１６４万円につきましては、一昨年度途中から実

施している３カ年事業として、森林組合への委託事業であり、国の緊急雇用創出推進事業

補助金を活用し３名の長期雇用を実施しております。 

 次、５３ページ、５目、保安林管理費の１３節、委託料の森林環境整備業務では、緊急

雇用創出推進事業補助金を活用し、３名を短期雇用し、防風林のツル切り、枝打ち等を実

施するもので、３０３万８千円を計上しております。 

 ６目、住民活動費につきましては、右端の住民活動促進事業が、７７０万ほど減尐して

おりますが、これについては、各町内会活動費補助金及び各実践会活動費補助金等を政策

予算として、留保したことによります。 

 次、５５ページにまいりまして、７目、住民安全対策費の防犯等住民安全対策事業では、

消耗品費として、ＡＥＤ用バッテリー更新経費、２９万３千円を新たに計上しております。 

 なお、１９節で計上していた交通安全協会補助金と防犯協会補助金については、留保し

ております。 

 次、８目、企画費では、１３節、委託料が３００万円ほど減となっておりますのは、バ

ス待合施設を本年度設置しないことと町内移動交通システム試験運行の終了によるもので

あります。 

 １９節の北網地域活性化協議会負担金の６６万１千円の計上につきましては、道費と２

市８町で実施する広域事業であり、本年度については、首都圏での物産ＰＲ事業と各市町

実施イベントの連携事業の２事業に係る本町負担分の計上であります。 

 ５８ページになりますが、バス通学定期等運賃補助６５２万５千円につきましては、通

学定期は、３分の１補助であり、通院は、昨年は月片道３回以上利用の場合、運賃の４分

の１を補助しようとするものであり、実績に基づき減額計上しております。 

 なお、元気なまちづくり総合補助金は留保しております。 

 １目、税務総務費では、固定資産税標準地鑑定業務終了に基づきまして、２８５万円ほ

どの減になっておりますし、２目、賦課徴収費では、農業所得調査補助金などを留保した

関係で１２７万円ほどの減となっております。 

 次、５９ページ、１目、戸籍住民登録費では、補正予算でご説明しましたが、昨年度単

独購入予定でしたが、今年度町村会の共同調達で、公的個人認証サービス用機器関連経費

を１３節の委託料と１８節の備品購入費に計上するものであります。 
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 次、６３ページの中段、統計調査総務費につきましては、国勢調査終了による大幅減で

あります。 

 続きまして、３款、民生費にまいります。６７ページになります。 

 ここで、再度お断り申し上げますが、各団体への補助奨励費や扶助費の内容及び前年度

との比較につきましては、別冊でお配りしております各会計予算案の説明資料にまとめて

おりますので、これらに係る説明は、特徴的なもののみとさせていただきます。 

 それでは、１目、社会福祉総務費の６８ページ右側の２段目、国民健康保険特別会計繰

出金では、前年より増額計上となっておりますが、これは、国保会計の収支不足額３，７

８０万１千円について、一般会計で補てんすることなどによるものであります。社会福祉

協議会活動助成事業では、人件費・事務事業費で昨年より３００万円ほど減となっていま

す。障害者福祉事業が１００万円ほど増加しておりますのは、１３節の委託料で一番下の

きらり通園療育指導訓練の１市２町協議による月額単価の増により、４６万８千円増の１

７１万１千円の計上であり、７０ページの２０節、扶助費の２段目、重度身障者交通費助

成について、従来はタクシーチケット３６枚を配布する制度でしたが、タクシーを利用す

ることができない方が多く、配布総数の３割程度の実績であったため、３００円分ガソリ

ンチケット年３６枚との選択制へすることから、５１万７千円増の１４３万５千円の計上

であります。 

 なお、保護司会・身障者分会・遺族会・人権擁護委員協議会の活動補助は、留保してお

ります。 

 その下の２目、老人福祉費の４段目、訓子府福祉会支援事業では、くんねっぷ静寿園施

設改修費の補助につきまして、留保していることから、２７０万円ほど減額となっており

ます。高齢者在宅サービス事業では、２８０万円ほど増となっておりますが、これについ

ては、１３節、委託料であり、７２ページをお開きいただきたいのですが、一番上のショ

ートステイは、町内施設が満床の状況であり、置戸緑静園への委託増が見込まれることか

ら、１２０万円ほど増となっております。その下の３つですが、災害弱者緊急通報システ

ムについては、１０月から民間委託にシステム変更する関係で、災害弱者に係る委託料が

計上されております。 

 なお、長寿会館運営・老人クラブ補助金は留保しております。 

 ３目、温泉保養センター費では、７４ページの一番上になりますが、入札によりまして

清掃管理業務が８１万６千円減額となっており、また、利用頻度の高いマッサージ機購入

のため、１８節、備品購入費で、２２万１千円を計上しております。 

 ７３ページ下段の３目、児童福祉施設費では、産休代替保育士の減および園児数の減に

伴い、常設保育所運営に係る経費は、全体で昨年より３００万円ほど尐ない３，２４６万

９千円となっています。 

 次、７５ページの４目、児童措置費では、子ども手当関連ですが、制度の一部拡充及び

１２カ月分の計上となることから、全体予算で昨年より大幅増の１億３２６万５千円の計

上であります。 

 一番下の５目、児童生活館費では、年度初めと夏休み期間に、障がい児を受け入れるこ

とから、賃金が増加したことによりまして、２５万円ほど多い８５８万６千円となってい

ます。 
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 ７７ページの６目、子育て支援センター費では、昨年度、開設経費の計上で予算が膨ら

んでおりましたが、本年度については、昨年度の実績・反省を踏まえ、駐車スペースの整

備として、次のページの機械運搬費・借上料、原材料費などに合わせて、約３３万３千円

を計上しており、また、土山・プール遊びのため、備品購入費で木かげ用テント購入費３

０万２千円などの必要経費を計上するものであります。 

 続きまして、４款、衛生費にまいります。 

 まず、８１ページ、１目、保健衛生総務費で、４，３４０万円ほどの減につきましては、

昨年度の単年事業である水道事業会計出資事業、約４，４５０万円の終了によるものです。 

また、育児支援事業の中で、新たに幼児食教室に係る経費を賃金と消耗品費の中で計上

しております。 

 一番下の２目、予防費では９４０万円ほど増加しておりますのは、横の８２ページ右下

の予防接種事業について、ご承知のとおり昨年度途中から子宮頸がんなど３ワクチンが追

加されたことにより、昨年度の当初予算と比較すると９２１万７千円多い１，５６６万８

千円の計上となっております。 

 なお、子宮頸がん･肺炎球菌ワクチンについては、昨年と同様、本町独自で対象年齢の拡

大を行っております。 

８４ページ右上の検診・検査事業では、委託料の下の方に記載がありますが、５０歳以

上を対象に前立腺がん検診を新たに実施することで、１３万３千円計上しております。 

 ８５ページの一番下の２目、塵芥処理費で１，２５０万円の大幅減となっておりますの

は、８８ページの委託料の一番上の一般廃棄物、資源ごみ関連が、昨年は予算計上で１，

６３０万２千円、今年は１，０７１万円へ、その次の生ごみ関連が昨年１，２６０万円が

６３０万円に、それぞれ入札による減となったことによります。 

逆に上の１２節、役務費では、その他手数料が６５万円ほど増えております。これにつ

きましては、弥生処理場水処理後の汚泥運搬処理経費の計上によるものであります。 

なお、昨年までごみ収集車購入事業として、償還金１８８万円が計上されておりました

が、平成２２年度で償還が終了し、本年度は計上されておりません。 

 次、５款、労働費は、例年と大きく変わりありませんので、説明を省略させていただき

ます。 

 続きまして、６款、農林水産業費にまいります。９１ページになります。 

 農業費、教育費では、補助奨励費が多く、当初予算に計上しなかった事業は、説明資料

の１６ページに記載しておりますので、ここでは説明を省略させていただきますのでよろ

しくお願いします。 

まず、９１ページ、３目、農業振興費の農業振興事業につきましては、１９節、農業振

興連絡協議会負担金２万５千円のほかは、すべて債務負担行為の議決をいただいた利子補

給でございまして、主に２２節に記載された事業となっております。その下の農業後継者

育成事業の主な事業につきましては、農業振興連絡協議会負担金４０万円、これについて

は、北大サテライトに係る負担金であり、前年同額の計上であります。 

 次、９３ページにまいりまして、４目、畜産業費では、歳入でも触れたとおり公社営畜

産担い手事業終了により、大幅な予算減となっております。 

 また、９４ページ１９節、家畜共済予防衛生事業費負担金、これは獣医１名の人件費を
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広域行政で負担するものですが、共済の広域合併により、昨年までは１９７万円でしたが、

今年から７０万３千円に減額となっております。 

 次に、５目、農業基盤整備事業費の農業基盤整備事業につきましては、国の事業予算削

減の影響で、実施状況が遅れておりますが、２地区の道営畑総事業につきましては、本年

度で事業完了予定となっております。 

 農業基盤整備一般経費では、次のページになりますが、１９節の一番下になります。農

業基盤整備業務土地改良区負担金として、新たに６８万７千円と載っていると思いますが、

これにつきましては、次期畑総事業採択に向けた計画策定、あるいは申請業務等による事

務量増を見込み、現在、月１４日勤務の土地改良区臨時事務員を１１カ月雇用とし、賃金

の差額を町が土地改良区に納めることで、双方の事務を合理的に進めるということで、計

上しているものであります。 

前のページに戻って、下水道事業特別会計繰出金につきましては、収支不足の補填であ

り、昨年より８４０万円ほど多い９，７４６万６千円の計上となっております。 

 次に、９７ページ、７目、牧場費では、次の９８ページになりますが、１８節をご覧い

ただきたいのですが、肥料散布機が使用に耐えがたい状況であり、備品購入費でワイドス

プレッター購入経費１９３万８千円を計上しております。 

 次に、１００ページにまいりまして、２目、林業振興費の有害鳥獣駆除事業では、次の

ページ、１９節で訓子府町鳥獣防止対策協議会への負担金５９万８千円を計上しておりま

す。これは、わな猟免許取得助成１０名分、猟銃免許取得関係２名分、貸し出し用くくり

わな購入費・箱わな購入助成のほか、４月、５月の一斉駆除対策経費をここでまとめて計

上しております。 

 １００ページに戻りまして、小規模治山事業は、１３節になりますが、大谷水源からの

導水管保護のため、上部浸食防止対策事業の実施設計業務委託経費、３００万円の計上で

あり、早期に施工できる体制を構築するもので、道の２分の１補助であります。 

 続きまして、７款、商工費にまいります。 

 １０３ページにまいりまして、１目、商工業総務費では、道費を活用し、消費者相談業

務の充実を図るための職員研修旅費の計上と被害防止をするためのパンフレットを配布す

ることとしており、総額で昨年より２０万円ほど多い８８万２千円の計上であります。 

 ２目、商工業振興費にまいりまして、地熱エネルギー利用施設管理経費では、修繕費の

中に、送水ポンプ取替経費２３万７千円が新たに計上されています。産業観光振興対策事

業では、消耗品費で特産品紹介として、訓粋１００本、１５万８千円が新たな計上であり

ます。新エネルギー導入促進事業では、調査旅費の計上であります。 

 続きまして、８款、土木費にまいります。 

 まず、１０５ページになりますが、中段の１目、車両運行管理費では、除雪用トラック

導入完了に伴い、目全体で３，６００万ほど尐ない３，３２４万５千円を計上しておりま

す。 

 次に、１０７ページの２目、道路維持費の町道補修事業につきましては、２２年度繰越

事業で、既に８６０万円が計上されておりますので、実質は繰越を含めて前年度予算より

３００万ほど増額となっています。町道維持管理事業で新規事業として、末広線街路樹剪

定を２カ年で実施するため、１４節の機械借上料の中で高所作業車６日分、３７万２千円
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を計上しております。 

なお、本年度の町道維持関連実施事業として、２２年度繰越事業で、町道側溝整備費３

００万円と季節労働者による道路維持費６６２万円を２月に計上済であります。 

 一番下の４目、橋梁維持費では、国の２分の１の補助を受け、２カ年で実施する橋梁長

寿命化修繕計画橋梁点検業務委託費３００万円を新規計上し、修繕費の低減化・平均化を

図るものであります。 

 次、１０９ページにまいりまして、４項、河川費では、本年度予算は計上しておりませ

んが、本年度実施事業として、２２年度繰越事業で河川改修整備事業１，４００万円を補

正計上済みであります。 

 その下にまいりまして、１目、公園費では、レクリエーション公園管理事業の１６節、

次のページになりますが、修繕用原材料費の中で、現場での対応が困難となったことから、

新たに芝桜補植用苗２千鉢、１６万８千円を計上し、各公園施設等管理事業では、中央公

園樹木枝払い業務が終了したことなどから、公園費全体で昨年を７０万円ほど下回る予算

となっております。 

 １１１ページにまいりまして、１目、住宅管理費で昨年より１００万円ほど多い計上と

なっておりますのは、昨年度については、一部修繕を繰越事業で対応し、減額計上したこ

とによります。 

 ２目、住宅建設費の１３節では、単年度事業で４５％国費補助の公営住宅長寿命化計画

策定業務委託費３５０万円を計上し、計画的な維持保全計画を策定するものであり、次ペ

ージの１５節、工事請負費３，５００万円の計上につきましては、昨年に引き続き末広団

地１棟３戸のリフォームを実施するもので、これにより平成２０年度から実施しているリ

フォーム工事が本年度で完了となります。 

続きまして、９款、消防費にまいります。 

 消防費は、昨年度までは、支署費・団費・消防施設費に区分しておりましたが、本年度

から新たに１２１ページの中段のとおりそれぞれからの共通経費を抜き出しして、独立し

た形で計上しております。 

 まず、１１５ページの消防組合費総体では、前年より２，７４０万円ほど増額になって

おります。主な要因を申します。 

 まず、支署費の１１８ページ右上の職員給与費で、職員の定期昇給や給与削減率の変更

などにより、４００万円ほど増額になっているほか、その下消防行政一般経費では、盛夏

服、ヘルメットの購入が終了し５０万円ほど減額となっております。 

 次に、１２０ページの中段の表が団費になりますが、上から６項目目の消防団活性化推

進事業費では、昨年度で雨具購入が終了したため、７５万円ほど減額となっております。 

 １２２ページの上段の表が施設費になりますが、消防施設整備事業費では、１８節で高

規格救急自動車の購入経費２，９９３万３千円が計上されており、消防費が大きく膨らん

だ要因となっております。 

 １１５ページにお戻りください。３目の災害対策費では、昨年、ハザードマップを作製

した関係で５７万５千円減額となっております。 

 続きまして、１０款、教育費にまいります。 

 １２５ページにまいりまして、２目、事務局費の語学指導助手配置事業では、引き続き、
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語学指導助手を配置することとし、所要額を予算計上させていただいております。 

 学校教育等一般経費では、１９節、１２８ページの中ほどの北海道訓子府高等学校教育

振興会議交付金が、昨年に引き続き、学校存続に向けた振興支援を行うため、通学定期代

自己負担額の半額助成と新入生に対する教科書代の補助を含めた入学準備支援などを行う

こととしておりますが、対象生徒数の減により、２００万円ほど尐ない８８４万２千円を

計上しております。  

また、その下に５年に１度作成する社会科副読本編集委員会への交付金として、１２万

円を計上しております。 

 次、１２９ページ、２項、小学校費の１目、学校管理費の臨時講師配置事業につきまし

ては、訓小の１学年１クラスの学年が、昨年の２学年から本年度は３学年となることから、

多人数クラス対策として、１名を増員配置し、結果といたしまして、訓小については、臨

時講師２名、支援員２名、居小は、臨時講師兼支援員１名の合計５名分の賃金を計上して

おります。 

学校施設維持管理事業では、修繕料の中で訓小の屋外スピーカー８万２千円、食堂放送

設備１４万７千円、暖房設備部品交換３２万７千円が新たに計上となっております。 

 学校一般管理事業では、１８節の校具等備品として訓小会議用テーブル、ブルーレイ

レコーダー、居小ノートパソコン２台などの購入経費９４万２千円が計上されております。 

 下段、２目、教育振興費の教育振興事業では、新学習指導要綱の実施により指導書購入

のため１３０ページの一番下になりますが、教師用消耗品が約２６０万円増の２７４万５

千円の計上となっております。 

 １３２ページの１８節、特別教科用教材の２９万円ほどの増につきましては、アコーデ

ィオン購入経費の計上などによるものです。 

 なお、中学校費も同様ですが、備品購入費で計上していたスクールバンド用備品及び児

童用図書は、２月補正で予算措置しているため、今回は計上しておりません。 

 また、昨年まで計上していた教師用コンピューター整備事業は、償還終了により計上が

ございません。 

 次、２項中学校の１目、学校管理費の臨時講師配置事業につきましては、基礎学力向上

のため、昨年に引き続き、臨時講師１名を配置することとし、予算計上しております。 

 学校施設維持管理事業では、修繕料の中で芝グランド整地２２万３千円、校舎屋根部分

塗装１０万円、暖房設備部品交換４万４千円が新たに計上となっております。 

 学校一般管理事業では、臨時事務補助員が日額賃金となったため、事業全体で５５万円

ほど減の３９６万７千円の計上となっております。 

 次、１３３ページ下段、１目、幼稚園費では、幼保一体化に備え臨職も含め先進地研修

を行い、幼保のあり方を内部協議するため、１３６ページになりますが、９節、旅費を計

上しております。 

また、１８節、施設用備品では、給食食器消毒保管庫の更新経費５７万円１千円を計上

しております。 

 次、１３７ページ、１目、社会教育総務費の右ページ３段目になりますが、青尐年教育

推進事業では、１節、報酬と７節、賃金で、学校支援地域本部事業に係る協議会委員報酬

やコーディネーター賃金を引き続き計上しております。 
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 また、８節、講師謝礼の中で、介助が必要な児童の入会に伴い、みつばちクラブ介助ボ

ランティア謝礼として、２５万円を新たに計上しております。芸術･文化振興事業では、町

民芸術劇場を隔年で実施することとしているため、８節、報償費の予算計上が４０万円ほ

ど減額となっております。 

 また、昨年実施の映像資料製作が終了したことにより、１３節、委託料２１万７千円が

減額となっております。 

 次、１３９ページにまいりまして、２目、公民館費の１１節、修繕料１００万９千円に

は、消火栓ホース取替７万２千円、重油タンク油面計修繕１８万９千円が含まれておりま

す。 

 下段、３目、図書館費の図書館活動事業では、住民生活に光をそそぐ交付金で、図書購

入費を３５０万円繰越計上したため、１４２ページになりますが、１８節、図書購入費が

１００万円減額計上となっておりますが、実際は増額配当となっております。 

 次、１４３ページにまいりまして、２目、体育施設費のスポーツセンター管理事業では、

夜間、休日の管理人を昨年まで賃金２３５万５千円で計上しておりましたが、清掃業務委

託に含めることとし、委託料を変更しております。これにより３０万円程度の経費削減と

なっております。屋外運動施設管理事業では、修繕料の中に野球場グランド整地に要する

経費３５万円を計上しております。 

 １４５ページ、３目、給食センター費の給食調理関係経費では、１４８ページになりま

すが、消耗品費に食器類２５万８千円が新たに計上されております。１４６ページ、給食

センター一般経費では、地下燃料タンク修繕、高圧受電設備更新の終了により、修繕料が

１４０万円ほど減ったことから、事業全体で１００万ほど減の８３５万６千円の計上とな

っております。 

 続きまして、１１款、公債費にまいります。 

 １４９ページをご覧いただきたいと思います。元利合わせて昨年より３，９００万円減

の７億４，１４８万２千円を計上しております。 

 続きまして、１３款、給与費にまいります。１５３ページと１５４ページをご覧いただ

きたいと思いますが、町長・副町長・教育長と一般職に係る人件費をここに計上してござ

います。副町長人件費の計上や職員給与削減率の変更などにより、総額で前年と比較して

３，０５０万円多い７億８，７６７万２千円の計上となっております。 

 この給与費に、選挙費に計上した職員手当と議員や各種委員の報酬等を加えた人件費の

総体予算については、１６５ページに給与費明細書を添付しておりますので、ご覧をいた

だきたいと存じますが、この明細書は地方自治法に基づく書式であり、報酬、給料、手当、

共済費などのほか、手当の種類ごとに前年比較ができるように調製したものでありますが、

時間の関係もございますので、後ほどご覧をいただくこととし、説明は省略させていただ

きたいと存じます。 

 続きまして、１５７ページからは、これまでにご決定をいただいた債務負担行為に本年

度分を加えた調書でございまして、１６３ページの合計の欄にありますように、本年度以

降の支出予定額については、２億８，８１７万４千円となっておりまして、そのうち一般

財源としては、２億１，６５３万９千円が必要となっております。 

 なお、本年度分の支出予定額につきましては、説明資料の２０ページ以降に一覧でまと
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めておりますので、後ほど、ご覧をいただければと存じます。 

 続いて、１６４ページは、地方債の年度末現在高に関する調書でございます。合計欄の

右側にございますように本年度末の現在高見込み額は、５０億８，２１５万６千円となっ

ております。 

 以上、総額を４０億３，３１０万円とする平成２３年度の一般会計予算案について、説

明申し上げました。時間の関係もありまして、詳細の説明はできませんでしたが、厳しい

財政状況の中、予算全般にわたり、行政コスト削減のための見直しを図りつつ、町民の福

祉や次代を担う子どもたちに係る教育予算に配慮しながら、予算編成をさせていただきま

した。ご審議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） ここで、午前１０時３０分まで休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午前１０時２０分 

再開 午後１０時３０分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 次に、議案第１１号 訓子府町国民健康保険特別会計予算を上程いたします。 

 福祉保健課業務監。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健業務監。 

○福祉保健課業務監（八鍬光邦君） 各会計予算書の１７０ページをお開き願いたいと思

います。 

 議案第１１号 平成２３年度訓子府町国民健康保険特別会計予算につきまして、別冊の

予算案の説明資料を含めましてご説明申し上げます。 

 予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」３ページをお開きいただき

たいと思います。 

 その上段に国保会計の予算編成にあたっての基本的な考え方について、記載しておりま

す。 

 まず、歳入でありますが、国保税につきましては、国の改正に合わせて限度額の引き上

げを検討しているところですが、当初予算における国保税につきましては、現行税率によ

り、計上させていただいております。 

 国庫支出金及び療養給付費等交付金につきましては、保険給付費を基礎として、積算し

た額を計上しており、道支出金につきましては、北海道の調整交付金等を計上しておりま

す。 

６５歳以上７５歳未満の前期高齢者に対する交付金として、前期高齢者交付金を計上して

おります。 

 一般会計繰入金につきましては、従来からのルールによる繰り入れのほか、昨年度に引

き続き財源調整に要する財政調整基金の不足額の補てん分を繰入金として、計上しており

ます。 

 次に、歳出でありますが、前年度の医療費実績見込み等から推計した保険給付費及び介

護保険第２号被保険者に係る介護納付金等を計上したほか、前期高齢者納付金、後期高齢

者支援金等、保健事業費では特定健診等に係る費用を計上しております。 
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 なお、老人医療費拠出金につきましては、老人保健制度の廃止に伴い、過年度精算分の

みの計上としております。 

 資料の９ページをお開きいただきたいと思います。 

 ９ページの下から４行目には、国保会計の財政調整基金保有状況を記載しております。 

平成２０年度末から、基金は底を付いている状況でありますが、今年度につきましては、

従来どおり一般会計から繰り入れる普通交付税に算入されている財政安定化支援分２５１

万８千円と預金利子千円を積立し、平成２３年度末の保有見込額は、一番右側に記載して

おります２５１万９千円となる見込みであります。 

 また、同じ資料の２３ページから２７ページにわたり、国保会計の概要をそれぞれ記載

しておりますが、この資料の内容につきましては、説明は省略させていただきたいと思い

ます。 

 それでは、予算書の１７０ページに戻りまして、内容をご説明申し上げます。 

 議案第１１号 平成２３年度訓子府町国民健康保険特別会計予算の第１条では、予算の

総額を歳入歳出それぞれ９億１，４９０万円と定めるものであります。この予算は、前年

度当初と比較しまして、２，０８０万円、約２．３％の増額計上となっております。 

 第２条では、一時借入金の借入限度額を前年度同額の３，０００万円と定めるものであ

ります。 

 第３条では、歳出予算の流用についての定めでありますが、保険給付費の各項の予算に

過不足が生じた場合の流用の方法を従来と同様に定めるものであります。 

 次に、１７１ページから１７６ページにつきましては、款項ごとにそれぞれ額を記載し

ておりますので、ご覧いただくこととしまして、１７９ページ以降の事項別明細書によっ

て、その特徴的なものに限って、説明させていただきますので、あらかじめお許しをいた

だきたいと思います。 

 はじめに、１７９ページの歳入から説明させていただきます。 

 見開きで左側が款・項・目、右側のページが節以下、説明を載せてございますので、両

方のページを見ながらお聞きいただきたいと思います。 

 まず、１７９ページの第１款、国民健康保険税、第１項、第１目の一般被保険者国民健

康保険税でありますが、総額では前年度比２，１１３万３千円増の２億６，７４４万１千

円を見込んでおります。 

 １８０ページの１節、医療給付費分現年課税分につきましては、世帯数で９９８世帯、

被保険者数は２，４０８人を見込んで、現行税率により算定し、その額から低所得者軽減

分、限度額超過分などを差し引きし、収納率を９８％と見込みまして、１億９，７３３万

円を計上しております。 

 ２節の医療給付費分滞納繰越分につきましては、前年度同額の１００万円を計上してお

ります。 

 次に、３節の後期高齢者支援金分現年課税分につきましては、一般被保険者の国民健康

保険税と同様の計算式に基づき算出し、４，８３９万円を計上しております。 

次に、５節の介護納付金分現年課税分につきましても、一般被保険者の国民健康保険税

と同様の計算式に基づき算出し、２，０７１万９千円を計上しております。 

 次に、１７９ページ下段から１８２ページまでの第２目の退職被保険者等国民健康保険
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税でありますが、世帯数を３５世帯、被保険者数は８６人と見込んで、現行税率により計

上しております。 

１８０ページ下段の１節、医療給付費分現年課税分、５５７万８千円、１８２ページの

３節、後期高齢者支援金分現年課税分１３７万２千円、５節の介護納付金分現年課税分の

１１４万８千円などを合わせて、総額で前年度比２７万１千円増の８１０万１千円を計上

しております。 

 次に、１８１ページ下段の第２款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目の療養給

付費等負担金につきましては、補助対象医療費等の３４％相当額が国から交付されるもの

ですが、現年度分、過年度分、合わせて、前年度と比較して、１，１６９万４千円増の１

億８，７３１万４千円を計上しております。 

 第２目の高額医療費共同事業負担金につきましては、高額医療費拠出金に対する国の負

担分、４分の１の８３８万５千円を計上。 

 第３目の特定健康診査等負担金につきましては、特定健診の対象経費の国負担分、３分

の１の１３１万６千円を計上しております。 

 次に、１８３ページの第２項、国庫補助金、第１目の財政調整交付金でありますが、こ

のうち財政力格差調整のため、交付されます普通調整交付金につきましては、過去の実績

から、２，９１６万１千円を計上し、特別調整交付金につきましては、３０万７千円を計

上しております。 

 第２目の出産育児一時金補助金につきましては、緊急の尐子化対策として、平成２１年

１０月から平成２３年３月末までの暫定措置として、３８万円から４２万円に４万円が引

き上げられておりましたが、平成２３年４月から出産育児一時金の額が、４２万円に恒久

化される予定であります。 

 本来でありましたら、本定例町議会におきまして、予算関連議案として、国民健康保険

条例の一部改正議案を提案させていただき、条例改正につきましてもあわせてご審議いた

だかなければならないところでありますが、一昨日の月曜日の夜に入ってきた情報により

ますと健康保険法施行令等の一部を改正する政令の閣議決定が３月２５日、政令の公布が

３月３０日に予定されておりまして、本定例町議会での条例改正の提案が、間に合わない

見込みであります。 

 しかし、４月からは、出産育児一時金の額が、４２万円に恒久化される見込みでありま

すことから、出産育児一時金に係る経費につきましては、歳入・歳出予算ともに予定され

ている改正後の予算を計上させていただいております。 

 ４月からの支給に当りましては、政令の公布があり次第、専決処分により、条例を改正

させていただき、被保険者に負担のかからないように対応してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 第２目の出産育児一時金補助金につきましては、暫定期間には、引き上げ額４万円の２

分の１の２万円について、国の補助がありましたが、恒久化されることに伴い、平成２４

年度からは国の補助がなくなる予定であります。平成２３年度につきましては、経過措置

によりまして、引き上げ額４万円の４分の１の１万円が補助されますので、歳出と同じ２

５件分を見込み２５万円を計上しております。 

 次に、第３款、第１項、第１目療養給付費等交付金につきましては、退職者医療制度の
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財源で、各保険者の拠出により賄われ、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので

すが、前年度比１，１１３万６千円増の３，４９５万５千円を計上しております。 

 次に、第４款、第１項、第１目、前期高齢者交付金につきましては、保険者間の６５歳

以上７５未満の前期高齢者の偏在による不均衡を各保険者の加入者数に応じて、財政調整

するための交付金として、前年度比３，１７１万９千円減の１億２，４２９万４千円を計

上しております。 

 次に、第５款、道支出金、第１項、道負担金、第１目の高額医療費共同事業負担金につ

きましては、高額医療費拠出金に対する道負担分４分の１の８３８万５千円を計上、第２

目の特定健康診査等負担金は、国庫支出金と同様に特定健診の対象経費の道負担分３分の

１の１３１万６千円を計上しております。 

 次に、第２項、道補助金、第１目の調整交付金につきましては、国からの財源移譲分を

一定のルール計算により、調整交付金として交付されるもので、普通調整交付金は、３，

３９６万６千円を計上、特別調整交付金については、６４万９千円を計上しております。 

 次に、１８５ページ、第６款、第１項、第１目の共同事業交付金につきましては、１件

８０万円を超える医療費を対象として、国保連合会が行う高額医療費共同事業により、１

００分の５９が交付されるもので、過去の実績を勘案して、前年度比５９５万８千円増の

３，３５４万４千円を計上しております。 

 第２目の保険財政共同安定化事業交付金につきましても、１件３０万円から８０万円ま

での医療費を対象とし、医療費実績などにより、国保連合会に拠出し、交付を受けるもの

で、前年度比２５６万４千円減の９，８３０万６千円を計上しております。 

 次に、第７款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目の利子及び配当金につきまし

ては、財政調整基金の利子として、千円を計上しております。 

 次に、第８款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目の財政調整基金繰入金につきまし

ては、前段ご説明申し上げたとおり平成２０年度末より、基金は底を付いている状況であ

ることから、千円の科目計上としております。 

 次に、第２項、他会計繰入金、第１目の一般会計繰入金のうち、１節の保険基盤安定繰

入金は、前年度実績額により、保険税軽減分１，９７４万１千円と保険者支援分５７４万

５千円を合わせ２，５４８万６千円。 

２節の出産育児一時金繰入金は、６８３万４千円。 

３節の財政安定化支援事業繰入金は、２２年度普通交付税措置実績額の２５１万８千円

をそれぞれ町の負担分として、繰り入れするものであります。 

４節のその他一般会計繰入金につきましては、国保会計の財源補てん分繰入金として、

３，７８０万１千円、国保会計を運営するための事務費等に要する経費として、３６３万

５千円を計上しております。 

 次に、１８７ページの一番下になります。第１０款、諸収入、第３項、第６目の雑入に

つきましては、特定健診に係る自己負担額等の計上ですが、特定健診につきましては、受

診率向上を目指し、従来の集団健診に加えて、昨年度も一部実施しましたが、自己負担分

を受診した医療機関に直接支払う個別健診についても実施することとし、平成２３年度は

総体で、８５０名のうち集団健診を７７０名、個別健診を８０名と見込みまして、集団検

診７７０名分の９２万４千円を計上しております。 
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 次に、歳出について説明させていただきます。１８９ページをお開き願います。 

 まず、第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目の一般管理費及び第２目の連合会

負担金につきましては、国保一般事務に要する経費として、合わせて５７２万３千円を計

上しております。 

 なお、第１目の２５節、積立金では、財政調整基金積立金として、財政安定化支援事業

分と基金利子分を合わせて２５１万９千円を計上しております。 

 また、第２目の１９節、国保保険者ネットワークランニングコスト保険者負担金２４万

７千円の計上は、平成２２年度に更新した国保連合会の基幹系システム本体機器の保守料

やウイルスソフトライセンス使用料等のネットワークに係るランニングコストの保険者負

担金を新たに計上しております。 

 次に、第２項、徴税費及び第３項の運営協議会費につきましても、徴収事務及び運営協

議会の事務的経費として、それぞれ６５万７千円と６万２千円を計上しております。 

 次に、１９１ページになります。 

第２款、保険給付費、第１項、療養諸費の積算につきましては、前年度の給付、支払実

績から推計し、計上しておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 まず、第１目の一般被保険者療養給付費は、前年度比１００万円減の４億９，５００万

円を計上。 

第２目の退職被保険者等療養給付費は、前年度比８３０万円増の２，９３０万円を計上

しております。 

第３目の一般被保険者療養費は、前年度比１００万円減の７００万円。 

第４目の退職被保険者等療養費は、前年度同額の８０万円を計上しております。 

第５目の審査支払手数料は、前年度の支払見込額から推計し、１６０万８千円を計上し

ております。 

 次に、第２項、高額療養費につきましても、療養諸費と同様に前年度の実績により、推

計し計上しております。 

第１目の一般被保険者高額療養費は、前年度同額の５，０００万円を計上。 

第２目の退職被保険者等高額療養費は、前年度比１００万円増の４００万円を計上して

おります。 

 第３目の一般被保険者高額介護合算療養費は、前年度実績がなかったことから、前年度

の２分の１の１００万円を計上しております。 

 また、第４目の退職被保険者等高額介護合算療養費についても、一般分と同様に前年度

の２分の１の６万円を計上しております。 

 次に、１９３ページ、上から２段目の第４項、出産育児諸費、第１目の出産育児一時金

につきましては、歳入でも説明しましたが、出産育児一時金の額が、４２万円に恒久化さ

れる予定ですので、前年度比２１０万円増、２５人分の１，０５０万円を計上しておりま

す。 

 第２目の支払手数料につきましては、出産育児一時金について、直接、医療機関へ支払

う場合に、その支払業務を委託している国保連合会に対する支払手数料として、２５人分

の６千円を計上しております。 

 次に、第５項、葬祭諸費、第１目の葬祭費につきましては、前年度同額の１０件分の５
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０万円を計上しております。 

 次に、第３款、後期高齢者支援金等、第１項、第１目の後期高齢者支援金拠出金につき

ましては、後期高齢者医療制度の財源として、保険者が約４割相当分を拠出するものです

が、概算拠出の通知によりまして、前年度比５８９万７千円増の１億６８２万３千円を計

上しております。 

第２目の後期高齢者関係事務費拠出金につきましても、概算拠出の通知によりまして、

１万１千円を計上しております。 

次に、１９５ページの第４款、第１項、第１目の前期高齢者納付金につきましては、歳

入でも説明しましたが、保険者間の６５歳以上７５歳未満の前期高齢者の偏在による不均

衡を調整するため、各保険者の加入者数等に応じて費用負担するもので、国保では前期高

齢者の加入割合が高いことから拠出額が尐なく、概算拠出の通知により、３０万円を計上、

第２目の前期高齢者関係事務費拠出金につきましても、概算拠出の通知によりまして、１、

万１千円を計上しております。 

 次に、第５款、老人保健拠出金、第１項、第１目の老人保健医療費拠出金につきまして

は、老人保健制度の廃止に伴い、過年度清算分のみの計上となり、前年度同額の千円の科

目計上、第２目の老人保健事務費拠出金についても、同様に９千円を計上しております。 

 次に、第６款、第１項、第１目の介護納付金につきましては、国保被保険者にかかる介

護保険第２号被保険者分で、概算納付通知により、前年度比２８５万６千円増の５，０８

３万７千円を計上しております。 

 次に、第７款、共同事業拠出金、第１項、第１目の高額医療費拠出金は、決定通知額に

基づき、前年度比５９５万８千円増の３，３５４万５千円を計上しております。 

 次に、１９７ページ、第３目の保険財政共同安定化事業拠出金は、歳入でも説明しまし

たが、歳入の交付金と同額の９，８３０万６千円を計上しております。 

 次に、第８款、保健事業費、第１項、第１目の特定健康診査等事業費につきましては、

国保の４０歳から７４歳の被保険者を対象とした生活習慣病に着目した特定健診と特定保

健指導に要する経費を計上しており、全体で前年度比３万５千円減の５５８万３千円を計

上しております。 

右側の１９８ページになりますが、７節の賃金は、アンケート調査集計などの事務賃金、

特定保健指導の栄養士の賃金などで、３３万６千円を計上。 

１２節の役務費は、特定健診のための郵送料や特定健診データ管理システム手数料とし

て、６０万７千円を計上。 

１３節の委託料は、特定健診業務を委託するものですが、受診率向上を目指し、集団健

診に加えて、昨年度も一部実施しましたが、直接医療機関で健診を受ける個別健診につい

ても実施することとして、集団検診を７７０名、個別健診を８０名と見込み、国保被保険

者８５０名分の基本検診料などとして、４６３万円を計上しております。 

 次に、第２項、保健事業費、第１目の保健事業総務費につきましては、保健事業に要す

る経費として、全体で前年度比６万円減の２８５万３千円の計上であります。 

 なお、平成２３年度は、隔年で開催しております「健康まつり」の開催年でありますが、

これに係る賃金や報償費、需用費等で１６万円ほどの計上をしておりますし、１９節、負

担金、補助及び交付金にあります健康診査助成金につきましては、脳ドックに対する助成
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金ですが、前年度と同じく２８人分の４４万１千円を計上しております。 

 以上、平成２３年度訓子府町国民健康保険特別会計の予算について、提案説明をさせて

いただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 議案第１２号もお願いします。 

○福祉保健課業務監（八鍬光邦君） 続きまして、各会計予算書の２０２ページをお開き

願います。 

 議案第１２号 平成２３年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算につきまして、別冊

の予算案の説明資料も含めてご説明させていただきます。 

 予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」の３ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 その中段に後期高齢者医療会計の予算編成にあたっての基本的な考え方について、記載

しております。 

 まず、歳入でありますが、後期高齢者医療制度においては、財政運営期間が２年間とさ

れており、後期高齢者医療保険料につきましては、平成２２年度と平成２３年度の医療費

等の推計により、北海道後期高齢者医療広域連合から示された保険料を計上しております。 

 また、脳ドック助成に対する広域連合補助金や低所得者の保険料軽減分等の公費負担金

として一般会計からの繰入金を計上しております。 

 また、歳出につきましては、所要の事務費のほか、後期高齢者医療広域連合への納付金

を計上しております。 

 この資料の２８ページから３０ページにわたりましては、後期高齢者医療特別会計の概

要をそれぞれ記載しておりますが、この資料の内容につきましては、説明は省略させてい

ただきます。 

 それでは、予算書の２０２ページに戻りまして、内容をご説明申し上げます。 

 議案第１２号 平成２３年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算の第１条で、予算の

総額を歳入歳出それぞれ６，３３０万円と定めるものであります。 

 この予算は、前年度当初予算と比較して、５０万円、約０．８％増となっております。 

 ２０３ページから２０６ページにつきましては、款項ごとに、それぞれ額を記載してお

りますので、ご覧いただくこととしまして、その内容につきましては、２０９ページ以降

の事項別明細書によって、その特徴的なものについて説明させていただきます。 

 ２０９ページをお開き願います。 

 まず、第１款、第１項の後期高齢者医療保険料でありますが、北海道後期高齢者医療広

域連合が定めた保険料額に基づき算定しており、保険料算定の基礎となる均等割額は、４

万４，１９２円、所得割率は、１０．２８％となっており、保険料総額では、前年度比２

５万４千円増の４，１２０万円を計上しております。 

 まず、第１目の特別徴収保険料は、被保険者数を７６１人と見込み、保険料額２，６１

１万８千円を計上、第２目の１節、普通徴収保険料は、被保険者数を２６０人と見込み、

保険料額１，５０３万２千円を計上、２節の普通徴収保険料滞納繰越分は、前年同額の５

万円を計上しております。 

 次に、第２款、広域連合補助金、第１項、第１目の長寿健康増進事業交付金につきまし

ては、７５歳以上の方の脳ドックの助成金として、その費用の全額が広域連合より交付さ
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れるもので、１２名分を見込み前年度比２２万円増の３７万８千円を計上しております。 

 次に、第３款、繰入金、第１項、一般会計繰入金、第１目の保険基盤安定繰入金につき

ましては、低所得者の保険料軽減分として、道と町の負担分を合わせて、前年度比９万９

千円減の１，６５９万３千円を計上しております。 

 第２目の事務費繰入金につきましては、広域連合納付金分と所要事務経費分を合わせま

して、前年度比１２万５千円増の５０１万９千円を計上しております。 

 次に、２１１ページになります。 

 第５款、諸収入、第２項、償還金及び還付加算金、第１目、保険料還付金につきまして

は、納めすぎた保険料が広域連合から還付されるもので、還付金として前年度同額の１０

万円を計上し、第２目の還付加算金として５千円を計上しております。 

 次に、第３項の預金利子および第４項の雑入につきましては、それぞれの項目を千円の

科目計上としております。 

 次に、歳出について、説明させていただきます。２１３ページをお開きください。 

 まず、第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目の一般管理費につきましては、右

側の２１４ページになりますが、プリンタートナー等の消耗品費や被保険者証一斉更新等

に係る郵便料、後期高齢者医療システム保守業務等の委託料など一般事務に要する経費と

して、前年度比２６万７千円増の２２４万７千円を計上しております。 

 次に、第２項、徴収費、第１目の賦課徴収費につきましては、納入通知書等の印刷製本

費や保険料決定通知のための郵便料などの経費として、１６万６千円を計上しております。 

 次に、第２款、保健事業費、第１項、第１目の保健事業総務費につきましては、歳入で

も説明いたしましたが、全額、広域連合からの交付金を受けて実施する７５歳以上の方の

脳ドックの助成に係る分ですが、健康診査助成金として、１２名分の３７万８千円を計上

しております。 

 次に、第３款、第１項、第１目の後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域

連合の共通経費の市町村負担分として、事務費納付金２６０万８千円を計上。 

また、収納した保険料分と低所得者の保険料軽減の保険基盤安定分を合わせて、保険料

等納付金として、５，７７９万円４千円を計上し、後期高齢者医療広域連合納付金の総額

で、前年度比７万円増の６，０４０万２千円を計上しております。 

 次に、２１５ページ、第４款、諸支出金、第１項、償還金及び還付加算金、第１目の保

険料還付金につきましては、納めすぎた保険料の還付金として、歳入同額の１０万円を計

上し、第２目 、還付加算金として、５千円を計上しております。 

 次に、第２項、繰出金、第１目の一般会計繰出金につきましては、預金利子相当分とし

て、千円を計上しております。 

 以上、平成２３年度訓子府町後期高齢者医療特別会計の予算について、提案説明をさせ

ていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第１３号。 

福祉保健課長。 

○福祉保健課長（佐藤純一君） 議案第１３号 平成２３年度訓子府町介護保険特別会計

予算について、提案説明をさせていただきます。 

 別冊の各会計予算案の説明資料は、後ほどご覧いただきたいと思いますが、その中では



 - 19 - 

３ページの下段に予算の概要を記載しており、９ページでは、基金の保有状況を記載し、

平成２３年度末で介護給付費準備基金、３，８１７万４千円、介護従事者処遇臨時特例交

付金、１３９万１千円の見込みとなってございます。 

 それでは、訓子府町各会計予算書の２１７ページをお開き願います。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ予算の総額を４億７，７６０万円と定めるものでございま

す。 

 第２条では、一時借入金の借入最高額を３千万円とするものであります。 

 次に、２１８ページから２２１ページにつきましては、款項ごとにそれぞれの額を記載

しておりますので、ご覧をいただきたいと思いますが、その内容につきましては、２２４

ページからの事項別明細書によって説明をさせていただきたいと思います。 

 ２２４ページの歳入から説明をさせていただきます。 

 まず、第１款、保険料でありますが、平成２１年度から２３年度までの第４期介護保険

計画によりまして、基準保険料を月額３，７００円、年額で４万４，４００円として、算

定しております。 

 また、保険料段階は、負担が過重にならないよう第１段階から第７段階までとし、さら

に、第４段階を２段階に分割しておりますので、実質的には８段階に細分化をしておりま

す。 

 第１目、第１号被保険者保険料のうち、特別徴収保険料は、被保険者総数を１，６９２

人、保険料額を６，７９１万円、普通徴収保険料は、被保険者総数を１６２人、保険料額

を４７１万８，０００円。普通徴収保険料滞納繰越分を３万６千円、介護保険料の総額を

７，２６６万４，０００円と見込んでおります。 

 次に、第２款、分担金及び負担金、第１項、第１目、介護予防負担金につきましては「通

所型介護予防事業」に係る利用者負担金として、６０万４，０００円を見込んでおります。 

 次の第３款、国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、介護給付費負担金につきまし

ては、現年度分としまして、保険給付費に対する国のそれぞれの負担割合を乗じた７，５

９１万４千円を計上しております。 

 ２２６ページと２２７ページの第２項、国庫補助金のうち、第１目、調整交付金につき

ましては、財政力格差調整のための交付金でありますが、過去の実績から保険給付費の７．

７８％、３，４５０万８，０００円を計上。 

 第２目、地域支援事業交付金のうち、介護予防事業費に対して、２５％、２３０万円を

計上。 

 第３目、包括的支援事業・任意事業分につきましても事業費に対し、４０％、２８４万

３千円を計上しておりますが、地域支援事業の内容につきましては、後ほど歳出でご説明

申し上げます。 

 次に、第４款、支払基金交付金、第１項、第１目、介護給付費交付金につきましては、

現年度分としまして、保険給付費の３０％、１億３，３５３万円を計上。 

 第２目の地域支援事業支援交付金につきましては、介護予防事業に要する経費の３０％、

２７６万５千円を計上しております。 

 第５款、道支出金、第１項、道負担金、第１目、介護給付費負担金は、保険給付費に対

して、それぞれ道の負担割合を乗じた６，８７４万３千円を計上。 
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 第２項、道補助金、第１目、第２目、地域支援事業交付金は、介護予防事業の１２．５％、

１１５万２千円。包括的支援事業・任意事業分は、事業費の２０％、９２万１千円をそれ

ぞれ計上しております。 

 ２２８ページと２２９ページの第６款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利

子及び配当金につきましては、介護給付費準備基金の利子として、２万８千円。介護報酬

改定による保険料上昇を抑制し、被保険者の負担の軽減を図るための介護従事者処遇改善

臨時特例基金利子として、千円を計上。 

 第７款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目、介護給付費準備基金繰入金につきまし

ては､介護保険特別会計の収支の不足分５８９万３千円を基金から繰り入れするものであ

ります。 

 また、第２目、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金につきましては、１号被保険者

保険料軽減措置に充てるため、１０２万円を繰り入れするものであります。 

 第２項、他会計繰入金、第１目、一般会計繰入金のうち、介護給付費繰入金は、保険給

付費の町負担分１２．５％、５，５６３万８千円。地域支援事業繰入金は、介護予防事業

分が１２．５％、１１５万３千円。包括的支援事業・任意事業分は、２０％、９２万２千

円をそれぞれ町負担分として、繰り入れするものであります。 

 その他、一般会計繰入金は、特別会計を運営するための事務費等に要する経費とし 

て、１，７９８万円を繰り入れするものであります。 

 ２３０ページから２３１ページの第８款、繰越金、第９款、諸収入につきましては、そ

れぞれの項目を科目計上しております。 

次に、歳出について説明をさせていただきます。２３２ページをお開きください。 

第１款、総務費、第１項、総務管理費、第１目、一般管理費でありますが､介護保険一般

事務に要する経費として、１４９万９千円を計上するものであります。 

次に、第２項、徴収費、第１目、賦課徴収費につきましては、納付書や督促状の印刷費、

郵便料を主として、２４万円を計上。 

その下の北見市、置戸町と共同設置しております介護認定審査会経費として、昨年より

１１１万１千円多い、３５５万４千円を計上しておりますが、これは平成２４年度からの

制度改正に伴う、審査会システムを更新する必要があることによるものです。 

また、介護認定調査に要する経費として、２８４万９千円を計上しております。 

２３４ページと２３５ページは、介護保険制度のＰＲを図るための経費としまして、趣

旨普及費５０万４千円を計上しております。 

次の計画策定委員会経費につきましては、平成２４年度からの第５期介護保険事業計画

策定のための経費、１２万２千円を計上しております。 

次に、第２款、保険給付費、第１項、第１目、居宅介護サービス給付費ですが､居宅要介

護被保険者の居宅サービスに係る給付で、８，６１９万１千円。 

第３目、地域密着型介護サービス給付費は、介護を必要とする人が住み慣れた地域で生

活を継続できるようにするもので、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホーム

利用に対する給付に５，０７２万７千円を計上しております。 

第５目、施設介護サービス給付費は､施設サービスに係る給付としまして、２億３，４３

２万７千円を計上。 
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第７目、居宅介護福祉用具購入費として、８９万１千円。 

第８目、居宅介護住宅改修費として、２０７万円を計上。 

２３６ページと２３７ページの第９目、居宅介護サービス計画給付費として、１，２２

０万３千円を計上しております。 

 次に、第２項、介護予防サービス等諸費につきましては、要支援１、要支援２の被保険

者に対する介護予防に要する経費を計上しております。 

第１目、介護予防サービス給付費は、居宅の要支援者に対する給付で、介護予防通所介

護や訪問介護などの利用に対する給付に１，２１３万６千円。 

第３目、地域密着型介護予防サービス給付費につきましては、介護予防認知症対応型共

同生活介護に対する給付に２７５万円を計上。 

第５目、介護予防福祉用具購入費に４５万９千円。 

第６目、介護予防住宅改修費に２１６万円。 

第７目、介護予防計画給付事業、ケアプランの作成給付に１９１万４千円をそれぞれ計

上しております。 

 ２３８ページと２３９ページの第３項、その他諸費、第１目、審査支払手数料は、介護

給付費請求に係る審査支払にかかる手数料として、３８万５千円を計上しております。 

 第４項、高額介護サービス等費、第１目、高額介護サービス費は、要介護被保険者の介

護サービス自己負担額が一定額を超えた場合に給付するもので、１，１４２万９千円。 

第２目、高額介護予防サービス費は、要支援者に対する高額給付費で、１５万６千円を

計上しております。 

第５項、第１目、高額医療合算介護サービス費は、要介護被保険者の介護保険と医療保

険の自己負担の合計額が、年間で一定額を超えた場合に給付をするもので、昨年度は制度

開始間もないことから、平成２１年度から平成２２年度分の２年分を見込み、６００万円

を計上しておりましたが、２３年度においては、通常に戻して３１０万円を計上しており

ます。 

同じく、第２目、高額医療合算介護予防サービス費につきましては、要支援者に対する

給付ですが、２０万円を計上しております。 

 第６項、第１目、特定入所者介護サービス費は、施設入所者への食費、居住費の補足的

給付として、２，３９６万１千円計上。 

第３目、特定入所者介護予防サービス費は、要支援者の短期入所サービス利用者に対す

る食費、滞在費の補足的給付として、３万５千円計上しております。 

次の２４０ページと２４１ページでは、第３款、地域支援事業費、第１項、介護予防事

業費、第１目、二次予防事業費につきましては、介護が必要となる可能性の高い二次予防

事業の対象者を把握するとともに、通所や訪問により、要介護状態の予防や軽減を図るも

のですが、本年度においては、地域の高齢者の状況、ニーズを調査し、高齢者の実態や地

域の課題を把握し、医療・介護・予防・住まい・地域支援サービスを切れ目なく有機的か

つ一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築に活用するとともに、２３年度に策定す

る第５期介護保険事業計画の基礎資料とするために実施する日常生活圏域ニーズ調査業務

に要する経費、１７６万２千円を計上しております。 

 第２目、一次予防事業費は、介護予防に関する基本的な知識の普及啓発を行うほか、ボ
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ランティアなどの人材育成を行い基本的な見守りや手助けの方法を普及させるための経費

や「通所型介護予防事業」として、業務委託する経費など９１３万円を計上しております。 

 なお、目
もく

の名称が昨年と変更になっておりますが、平成２２年８月に国の地域支援事業

実施要項の改正によって、従来の一般高齢者施策および特定高齢者施策の名称を一次予防

事業、二次予防事業と変更されたことによるものでございます。 

 次の第２項、包括的支援事業・任意事業費は、第１目、介護予防ケアマネジメント事業

費は、高齢者の自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を図るため、介

護予防事業のケアマネジメントを行う事業に要する経費を計上しておりますが、このうち

２８節、一般会計繰出金、３４７万７千円につきましては、地域包括支援センター職員人

件費分として、一般会計に繰り出しをするものであります。 

 第２目、総合相談支援事業費につきましては、地域における関係者とのネットワークを

構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活実態、必要な支援等を把握し、相談を受け、

地域における適切な保健、医療、福祉サービスなどにつながる支援を行うための経費を計

上しております。 

２４２ページと２４３ページの第３目、権利擁護事業費につきましては、高齢者に対す

る虐待の早期発見、防止など権利擁護の支援を行う経費を計上しております。 

第４目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業につきましては、主治医、ケアマネ

ージャー、地域の関係機関との連携を通じて、ケアマネジメントの後方支援を行うための

経費です。 

第５目、任意事業費は、家族介護用品購入費に対する助成費用、認知症高齢者等に対す

る成年後見制度利用に係る経費９４万円を計上しております。 

 第３項、第１目、運営協議会費は、地域包括支援センターの運営協議会に要する経費を

計上しています。 

第４款、基金積立金は、介護給付費準備基金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金利息

相当額を予算に計上して、基金へ積み立てるものであります。 

２４４ページと２４５ページの第５款、公債費は、資金繰りのための一時借入金利子を

計上しております。 

第６款、諸支出金につきましては、第１号被保険者の過年度分還付金など所要の経費を

計上しております。 

以上、平成２３年度介護保険特別会計の予算について、提案説明をさせていただきまし

たが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いします。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第１４号。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（竹村治実君） 各会計予算書の２４７ページをお開き願います。 

 議案第１４号 平成２３年度訓子府町下水道事業特別会計予算につきまして、別冊の予

算案の説明資料を含めてご説明申し上げます。 

 予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」の４ページをお開き願いま

す。 

 下水道事業会計の予算編成にあたっての基本的な考え方について、記載しております。 

 まず、歳入でありますが、農業集落排水事業及び個別排水処理施設整備事業に係る分担
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金を計上。 

 使用料は、本年度使用者の見込みも含め計上。 

 繰入金は、歳入歳出の差し引き不足額に係る一般会計繰入金を計上。 

 町債は、個別排水処理施設整備事業の実施に伴う過疎債、下水道債を計上しております。 

 また、歳出でありますが、農業集落排水事業につきましては、道道の改良工事に伴う公

共桝移設工事、施設の維持管理経費を計上。個別排水事業につきましては、合併浄化槽の

設置に要する工事費等を計上。このほか、事務費、起債の元利償還金について、それぞれ

所要額を計上しております。 

 また、この資料の３７ページから４１ページにわたり、下水道事業特別会計の概要をそ

れぞれ記載しておりますが、この資料の内容につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

 それでは、予算書の２４７ページに戻りまして、内容を説明させていただきます。 

 まず、第１条で、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，２６０万円と定めるものであ

ります。 

 この予算は、前年度当初予算と比較いたしまして、２，９２０万円増となっております

が、その主なものといたしましては、道道北見置戸線支障物件移設事業によるものでござ

います。 

 また、第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び金額を２４８ページから２５１ペー

ジにあります「第１表 歳入歳出予算」によることを規定しておりますが、これにつきま

しては、後ほどご覧いただくこととし、その内容につきましては、２５５ページ以降の事

項別明細書で説明させていただきます。 

 第２条の地方債につきましては、後ほど説明させていただきます。 

 第３条の一時借入金につきましては、借入れの最高額を１億円と定めるものであります。 

次に、２５２ページをお開き願います。 

 第２表の地方債でありますが、個別排水処理施設整備事業の限度額を２，１００万円と

し、証書借入で年利５．０％以内、償還の方法は、記載のとおり定めようとするものであ

ります。 

 次に、２５３と２５４ページにつきましては、歳入歳出の款別の予算額を掲載しており

ますので、これはご覧いただきたいと存じます。 

 ２５５ページからは、事項別明細書になりますが、歳入歳出とも特徴的なものについて

説明させていただきます。 

 はじめに、２５５と２５６ページの歳入から説明させていただきます。 

 まず、予算書２５５と２５６ページの１款、１項、１目の農業集落排水事業分担金につ

きましては、平成２３年度新規賦課分として、６戸を予定し、３０万円を計上しておりま

す。滞納繰越分は科目計上でございます。 

 ２目の個別排水処理施設整備事業分担金につきましては、１戸当りの分担金が１０万円

から２０万円に増額となったもので、１０戸の新規整備を予定し、前年度比８０万円増の

２００万円を計上しております。 

 次に、２款、１項、１目の農業集落排水施設使用料につきましては、使用水量の減尐な

どにより、前年度比６８万円減の５，２５２万２千円を計上しております。 



 - 24 - 

 ２目の個別排水処理施設使用料につきましては、今年度新規設置数などを見込んだ前年

度比６１万４千円増の１，２８４万１千円を計上しております。 

 次に、２款、２項の手数料につきましては、各種手数料を合わせて、３万３千円の計上

であります。 

 次に、３款、１項、１目の一般会計繰入金につきましては、従来と同様、歳出総額から

分担金、使用料、補助金、町債等の自主財源、特定財源を差引き、その不足額を一般会計

から繰り入れするもので、前年度比８３７万９千円増の９，７４６万６千円を計上してお

ります。 

 次に、４款、１項、１目の繰越金、次の２５７と２５８ページ、５款、１項、１目の延

滞金、２項、１目の預金利子につきましては、いずれも科目計上であります。 

 次に、３項、１目の雑入につきましては、保証料還付金、消費税還付金は科目計上であ

ります。 

 また、移設補償費につきましては、道道北見置戸線（日出工区）の下水道移設工事とマ

ンホール調整の支障物件移設補償費として２，６４３万円を計上しております。 

 次に、第５款、諸収入の水洗便所改造等貸付金元利収入につきましては、平成２１年度

からトイレ改造等利子補給を止めており、現在の借入残高も尐額であることから、金融機

関に預ける預託を止めたことにより、廃節でございます。 

 次に、６款、１項、１目の個別排水処理施設整備事業債につきましては、前年度比４０

０万円減の２，１００万円の計上でありますが、個別排水処理施設整備事業に伴う、起債

対象額の１００％充当を見込み、前年度比２戸減の１０戸分の下水道債と過疎債を合わせ

た額を計上しております。 

 次に、歳出について、説明させていただきます。２５９と２６０ページをお開願います。 

 １款、１項、１目の一般管理費につきましては、前年度比２１万７千円減の２８４万７

千円を計上しております。 

 １節の報酬は、上下水道事業経営審議会委員に対する報酬を年２回の開催分として、３

万６千円を計上し、２７節、公課費の消費税納付金につきましては、平成２２年度決算納

付額と平成２３年度中間納付額を合わせた１１８万６千円を計上しております。 

また、２８節の繰出金は、水道事業会計への繰出金であり、下水道使用料の賦課徴収事

務の委託費として、１５９万７千円を計上しています。 

 ２項、１目の農業集落排水管理費につきましては、前年度比１７万５千円増の５，３１

６万２千円の計上をしております。 

 １１節の需用費から１４節の使用料及び賃借料までにつきましては、訓子府処理施設、

末広処理施設、日出処理施設の管理経費を計上しております。 

また、１１節、需用費の修繕料につきましては、各処理場の経年劣化による計画的修繕

の一部を一昨年度「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用し、実施したことで昨

年の予算額が減尐したことにより、本年度は前年度比１６３万９千円増の７５２万９千円

の計上をしております。 

 次に、２６１と２６２ページ、２目の個別排水管理費につきましては、前年度比１０６

万６千円減の１，４６０万円の計上をしております。１２節、役務費の手数料は、浄化槽

の法定検査費用として、１３万４千円増の１６５万４千円を計上し、１３節、委託料の浄
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化槽保守点検業務は、７６万４千円増の１，２４０万６千円を計上しておりますが、いず

れも本年度設置予定も含めての計上でありますので、増額になっております。 

 次に、２款、１項、下水道事業費、１目、農業集落排水事業費の工事請負費につきまし

ては、日出地区の道道北見置戸線交通安全工事の支障物件移設工事として、日出新橋拡幅

における下水道管移設及びマンホール調整で３，５３５万円を計上しております。 

 ２目の個別排水処理施設整備事業費につきましては、前年度比４７１万１千円減の２，

７３９万７千円を計上しております。 

 １１節の需用費および１２節の役務費は、経常経費でありますので、説明は省略させて

いただきます。 

 委託料は、前年度比２戸減の１０戸分の実施測量設計業務として、１８９万円を計上し、

地質試験業務につきましては、浸透可能な地質であるかを試験するための委託料であり、

１０戸分のうち、１戸分の２６万３千円を計上しております。 

工事請負費につきましても、本年度１０戸分の設置工事分として、２，５００万円を計

上しております。 

 次に、３款、１項、公債費につきましては、下水道事業を開始した昭和６３年度から平

成２２年度までの借入残額８億３，６７２万６千円に対し、長期債元金償還は前年度比１

２４万８千円増の５，８８７万４千円を計上しております。 

 次の２６３と２６４ページ、２目、利子につきましては、長期債利子として、１１７万

９千円減の２，００４万６千円を計上しております。 

 また、一時借入金利子は、借入限度額を１億円と定めておりますので、それに伴います

利子１２万４千円を計上しております。 

 次に、４款の予備費につきましては、前年度同額の２０万円を計上しています。 

 次に、２６５ページは、債務負担行為の調書でありますので、後ほどご覧いただくこと

とし、説明は省略させていただきます。 

 次に、２６６ページにつきましては、地方債の調書であり、平成２３年度末における元

金残高は、右側の一番下に記載のとおり７億９，８８５万２千円となる見込みであります。 

 次の２６７ページは、特別職の給与費明細書を一般会計に準じて作成しておりますので

後ほどご覧をいただきたいと存じます。 

 以上、平成２３年度 訓子府町下水道事業特別会計の予算について、その提案説明をさ

せていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、各会計予算書２６８ページをお開き願います。 

 議案第１５号 平成２３年度訓子府町水道事業会計予算について、提案説明をさせてい

ただきます。 

 予算書に入ります前に、別冊の「各会計予算案の説明資料」４２ページをお開き願いま

す。水道事業会計の投資的事業について、概要を記載しております。 

 また、４６ページには、その事業箇所について図示しておりますので、この資料の内容

につきましては、説明を省略させていただきます。 

 それでは、予算書の２６８ページに戻りまして、内容を説明申し上げます。 

 まず、第２条の「業務の予定量」でありますが、給水件数につきましては、前年と比較

し、１０件減の２，１６０件、年間総給水量は、６０万８千㎥、一日平均給水量は、１，
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６６１㎥としております。 

 主要な建設改良事業につきましては、大谷高台線区間支障物件移設工事で、３，８８５

万円の予算計上であります。 

 次に、第３条では、「収益的収入及び支出」の予定額を定めるもので、収入につきまして

は、第１款の水道事業収益で、営業収益及び営業外収益を合わせて、１億８，６５２万８

千円の計上であります。 

 支出につきましては、第１款の水道事業費で、営業費用、営業外費用、予備費を合わせ

て、１億７，４３８万４千円の計上であります。収支を差引きますと１，２１４万４千円

の利益になる見込みでございます。 

 次に、第４条では「資本的収入及び支出」の予定額を次のとおり定めるものですが、収

入額が支出額に対して不足する額９，０６０万３千円は、過年度分損益勘定留保資金で補

てんするものであります。 

 まず、収入でありますが、第１款の資本的収入で、補助金の１，４２０万４千円を計上

しております。 

 また、支出につきましては、第１款の資本的支出で、１億４８０万７千円であり、その

内訳は、建設改良費で４，２６５万２千円、企業債償還金で６，２１５万５千円でありま

す。 

なお、３条の「収益的収支」および４条の「資本的収支」の計上内容につきましては、

後ほど、２７２ページ以降の実施計画で説明させていただきます。 

 次に、２６９ページ、第５条の一時借入金の限度額につきましては、１億円と定めるも

ので、前年と同額の計上であります。 

 次に、第６条の職員給与費３，１４８万３千円につきましては、議会の議決を経なけれ

ば流用することのできない経費を定めるものであります。 

 次の第７条につきましては、一般会計などから、この会計に補助を受ける金額を３，９

８９万２千円と定めるものです。 

 次に、第８条のたな卸資産につきましては、メーター器等の購入限度額を７４７万７千

円と定めるものであります。 

 次に、２７０ページと２７１ページにつきましては、収益的収支と資本的収支の款別の

予算額を掲載しておりますので、ご覧をいただきたいと存じます。 

 それでは、２７２ページの平成２３年度 訓子府町水道事業会計予算実施計画説明書で

ありますが、これは一般会計の事項別明細書にあたるものであり、特徴的なものについて

説明をさせていただきます。 

 まず、収益的収入及び支出の収入でありますが、１款、水道事業収益の総額は１億８，

６５２万８千円であり、その内訳につきましては、１目、給水収益の水道料金では前年と

比較し、１６３万８千円増の１億５，３０３万８千円を計上しております。 

 ２目、その他営業収益、９３３万３千円は、各種手数料、消火施設等修繕や下水道会計

からの負担金のほか、補償金として、北海道横断自動車道大谷高台線配水管移設工事補償

金７３８万１千円を計上しております。 

 次に、２項、営業外収益の１目、受取利息につきましては、定期預金と普通預金の預金

利息として、６万３千円を計上しております。 
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 ２目、他会計補助金は、２，４０９万１千円の計上でありますが、一般会計からは、従

来からの叶橋添架
て ん が

起債利息、大谷浄水場起債利息、ポケットパーク配水池起債利息、大谷

水源施設起債利息の６１４万８千円を計上しております。 

 また、事務職員人件費につきましては、職員４名分の１，７９４万３千円を計上してお

ります。 

 ３目、雑収益の不用品売却収益、その他雑収益及び４目の還付金につきましては、科目

計上であります。 

 次に、２７３ページの収益的支出でありますが、１款の水道事業費につきましては、総

額で１億７，４３８万４千円の計上であります。前年と比較し、１，１６９万３千円の増

額となっております。 

 １項、営業費用の１目、原水及び浄水費につきましては、２，０７６万６千円の計上で

あります。前年と比較し１７４万３千円の減額となっておりますが、通常の維持管理経費

のほか、修繕費では、開盛浄水場ろ材交換４８３万円を新たに計上しています。 

 また、本年度から豊坂水系の水源を開盛水源に変更したことにより、手数料の水質検査

手数料は、前年と比較し、９１万３千円減の３５７万２千円を計上しています。薬品費は、

前年と比較し、３６万２千円減の１２８万１千円を計上しています。 

 動力費の電気料につきましては、昨年の使用実績により、前年と比較し３０万６千円減

の５５２万３千円を計上しています。 

 次の２目、配水及び給水費につきましては、２，００３万１千円の計上であります。前

年と比較し３０２万１千円の増額となっておりますが、通常の維持管理費のほか、委託料

では漏水調査業務として、１１９万７千円を新たに計上したほか、昨年実施した大谷高台

線配水管移設測量設計業務の完了により、前年と比較し、２２５万１千円減の１７３万３

千円の計上でございます。 

 また、修繕費では、前年と比較し、７４万２千円増の６１１万６千円の計上、材料費で

は、検満分メーター購入において取り替え台数が増えたことにより、前年と比較し、３８

６万８千円増の７２１万５千円の計上でございます。 

 次の２７４ページ、３目、総係費につきましては、４，５８２万２千円の計上でありま

す。前年と比較し、２９４万１千円の増額となっておりますが、報酬では、上下水道事業

経営審議会を年２回の開催分として、３万６千円のほか、地域水道ビジョン作成のために

検討委員会開催５回分の委員報酬１６万円を合わせた１９万６千円を計上しています。 

 給料、手当、福利費につきましては、昨年同様の職員４人分を計上しているほか、委託

料では、昨年導入した公営企業会計システム機器保守業務委託として、７２万６千円を新

たに計上しています。 

 なお、通信運搬費、手数料、修繕費等につきましても、ほぼ昨年同様の予算計上でござ

います。 

 次に、２７５ページ、４目の減価償却費でありますが、建物から鹿ノ子ダム使用権まで

の総額６，２０９万１千円が本年度の償却分であります。 

 また、５目の資産減耗費につきましても、除却対象分の構造物、機械及び装置、メータ

ー器・メーターボックスの総額６４万８千円でありますが、いずれも現金支出の伴わない

企業会計特有の予算計上であります。 



 - 28 - 

 次に、２項、営業外費用、１目の支払利息につきましては、企業債利息が１，６５７万

９千円の計上、一時借入金利息は、３７万円の計上であります。 

 ２目の繰延勘定償却費の開発費償却は、３７５万２千円の計上であります。前年と比較

し、１９０万５千円の増額となっておりますが、長期に使用する計画作成等に伴う費用を

償却するものであり、昨年導入した企業会計システムの償却分が増えたことによる増額で

ございます。 

 また、先ほどの減価償却費と同様、現金の支出を伴わない予算の計上であります。 

 次に、３目の消費税は、３８２万５千円の計上であります。昨年と比較し３２０万５千

円の増額でありますが、本年度資本的支出の建設改良費において大きな事業がなく、仮払

消費税額が減ることから、昨年と比較し予定納付額の増額計上でございます。 

雑支出につきましては、前年同額の２０万円の計上であります。 

次の予備費につきましても、前年同額の３０万円を計上しております。 

 次に、２７６ページの資本的収入及び支出でありますが、１款、１項、１目の他会計補

助金１，４２０万４千円につきましては、叶橋添架
て ん が

起債償還元金７７万３千円、大谷浄水

場起債償還元金１，１２７万６千円、ポケットパーク配水池起債償還元金１９５万２千円、

大谷水源施設起債償還元金２０万３千円を一般会計から起債償還元金の補助金として計上

しております。 

 次に、２７７ページ、資本的支出の１款、１項、１目の施設整備費につきましては、緊

急を要する水道施設等緊急整備の工事費として、２００万円を計上しています。 

 ２目の施設改良費につきましては、北海道横断自動車道の大谷高台線区間支障物件移設

工事として、工事費３，８８５万円を計上しております。 

 ３目の固定資産購入費につきましては、量水器設備費として、メーター器３２台の購入

とメーターボックス１７台の１８０万２千円計上をしております。 

 次の２項、１目企業債償還金につきましては、前年と比較し、９９万９千円増の６，２

１５万５千円を計上しております。 

 次に、予算書の２７８ページの資金計画につきましては、収益的収支、資本的収支のう

ち、現金収支における資金計画でありますので、後ほどご覧いただくことにいたしまして

説明は省略させていただきます。 

 次の２７９ページから２８０ページの給与明細書につきましては、一般会計に準じて作

成しておりますので、後ほどご覧いただくことにいたしまして、説明は省略させていただ

きます。 

 次に、２８１ページと２８２ページは、平成２３年度の予定貸借対照表であります。こ

の表につきましても予算の計上、執行に直接関係しませんので、説明は省略させていただ

きます。 

 次の２８３ページと２８４ページにつきましては、平成２２年度末の予定貸借対照表で

あります。この表につきましても、予算の計上、執行に直接関係しませんので、説明は省

略させていただきます。 

 次の２８５ページにつきましては、平成２２年１月末時点におきます収益的収支の決算

見込みから税抜きをした予定損益計算書であります。後ほどご覧いただくこととしまして

説明を省略させていただきます。 
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 以上、平成２３年度訓子府町水道事業会計の予算について、その提案説明をさせていた

だきましたが、ご審議の上、ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、議案第１６号、議案第１８号、議案第１９号、議

案第２０号、議案第１０号から議案第１５号までの各案に対する提案理由の説明が終了い

たしました。 

 ここで昼食のため、休憩をしたいと思います。 

 午後１時から行いますので、ご参集お願いをいたしたいと思います。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（橋本憲治君） それでは定刻になりました。 

 休憩を解き、会議を継続いたします。 

 

    ◎議案第１７号、議案第２２号、議案第２３号 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第２３、議案第１７号、日程第２４、議案第２２号、

日程第２５、議案第２３号を議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 総務課業務監。 

○総務課業務監（伊田 彰君） 議案第１７号の提案理由の説明をさせていただきますの

で、議案書５４ページをお開き下さい。 

 議案第１７号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２８年条例第２１号）の一部を改正する

条例を次のように制定しようとするものでございます。 

 職員の減給処分の最長期間を延長することに伴い、職員の懲戒の手続及び効果に関する

条例の一部を改正するものでございます。 

 記以下の説明をさせていただきます。 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例。 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２８年条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条中「６月
ろくつき

」を「１年」に改めるものでございます。 

 次に、附則についてですが、この条例は、平成２３年４月１日から施行するものでござ

います。 

 続きまして、議案書７４ページをお開きください。議案第２２号の提案理由の説明をさ

せていただきます。 

 議案第２２号 北海道市町村総合事務組合の規約の変更について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村

総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求めるものでござい

ます。 
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 広域紋別病院企業団の加入に伴い、規約を変更するため議会の議決を求めるものでござ

います。 

 記以下の説明をさせていただきます。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する

規約。 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第１９７３号指令）の一部を

次のように変更するものでございます。 

 別表第１中「オホーツク総合振興局（２３）」を「オホーツク総合振興局（２４）」に改

め、「網走地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加える。 

 別表第２第９項中「北見地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加えるもの

でございます。 

 次に、附則でございますが、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行するものでございます。 

 続きまして、次の７５ページをお開き下さい。議案第２３号の提案説明をさせていただ

きます。 

 議案第２３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道町村議

会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求める

ものです。 

 議案第２２号と同じく、広域紋別病院企業団が新たに加入することから、規約を変更す

るものでございます。 

 記以下の説明をさせていただきます。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一

部を変更する規約。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令

許可）の一部を次のように変更する。 

 別表第１に「広域紋別病院企業団」を加える。 

 次に、附則でございますが、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行するものでございます。 

 以上、議案第１７号、議案第２２号、議案第２３号の提案理由の説明をさせていただき

ました。ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、議案第１７号、議案第２２号、議案第２３号の各

案に対する提案理由の説明が終了いたしました。 

 ここで、議事について、議会運営委員長ならびに副議長と協議のため、午後１時１５分

まで暫時休憩をしたいと思います 

 

休憩 午前 １時 ７分 

再開 午前 １時１５分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 

    ◎議事日程の変更 
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○議長（橋本憲治君） お諮りいたします。 

 ただいま、議会運営委員長ならびに副議長と協議の結果、これより、日程の順序を変更

し、日程第２８、報告第１号、日程第２９、報告第２号、日程第３０、報告第３号を先に

審議したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、この際、日程の順序を変更し、日程第２８、報告第１号、日程第２９、報告第

２号、日程第３０、報告第３号を先に審議することに決定いたしました。 

 

    ◎報告第１号 

○議長（橋本憲治君） 日程第２８、報告第１号 定期監査結果報告についてを議題とい

たします。 

 職員に報告を朗読させます。 

○議会事務局長（森谷 勇君） それでは、ご報告申し上げます。議案書の７７ページを

お開き願います。 

 報告第１号 定期監査結果報告について。 

 監査委員から定期監査について、次のとおり報告があった。 

 平成２３年３月８日提出、訓子府町議会議長、橋本憲治。 

 記、別紙。 

 次のページの７８ページをお開き願います。 

平成２３年２月１０日 

訓子府町議会議長  橋 本 憲 治    様 

訓子府町監査委員  山 田   稔 

訓子府町監査委員  佐 藤 静 基 

平成２２年度 定期監査の結果報告について 

  地方自治法第１９９条第９項の規定によって、平成２２年度の定期監査の結果を報告し

ます。 

記 

平成２２年度定期監査結果報告書、別紙。 

 ８０ページをお開きいただきたいと思います。 

 「３．監査結果及び意見」という項目がございます。この報告のみを朗読させていただ

きまして、それ以外の報告書の資料につきましては、説明を省略させていただきたいと思

います。 

 ３．監査結果及び意見 

 平成２２年１２月３１日現在における一般会計、特別会計及び事業会計を含み、町の財

政に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理（学校経理、町職員が扱っている団体等

経理を含む）等について、監査を実施した結果、適正に執行、管理が行われていることを

も認める。 

 なお、今後の事務等の執行管理にあたり、次の事項に留意されたい。 
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 ① 歳入の確保、経費削節減については、財政健全化戦略プラン等に基づき、その成果

が認められる。しかし、同プランの集中対策期間が間もなく終了することから、プランと

実態の突合、調整を図り、今後の４カ年度対応を進めることが必要と思われる。また、公

会計システムに基づく４財務諸表を近く公表の予定だが、資産評価等を含め、財務分析の

精度を高め、今後の財政運営に資するため、全庁的な取り組みに配慮が望まれる。 

 ② 国民健康保険については、税の収納について現率維持向上しつつ、長期的に医療費

の軽減策などを検討、実施することが望まれる。また、本会計の収支バランスの観点から

一般会計からの繰入額を減尐させるためにも制度の検討について、他市町村とも連携をも

って関係機関への働きかけ等を協力に推進していくことが大切と思われる。 

 ③ 上水道事業については、本年４月から供用を開始する豊坂水系の管理等については

万全を期することが重要と思われる。また、全体の給水状況をみると有収率の低下が懸念

されることなどから、早急な改修等の計画策定が望まれる。 

 以上であります。 

○議長（橋本憲治君） 以上で本報告を終わります。 

 

    ◎報告第２号 

○議長（橋本憲治君） 日程第２９、報告第２号 出納検査結果報告についてを議題とい

たします。 

 職員に報告を朗読させます。 

○議会事務局長（森谷 勇君） それでは、ご報告申し上げます。議案書の９４ページを

お開き願います。 

報告第２号 出納検査結果報告について。 

監査委員から出納検査について、次のとおり報告があった。 

平成２３年３月８日提出、訓子府町議会議長 橋本憲治。 

出納検査結果報告 

地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２３年１月１３日町会計

管理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１ 出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

訓子府町議会議長 橋本 憲治 様 

平成２３年１月１３日 

訓子府町監査委員 山田  稔 

訓子府町監査委員 佐藤 静基 

次のページの９５ページと９６ページにつきましては、説明を省略させていただきまし

て、９７ページをお開き願います。 

出納検査結果報告 

地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２３年２月９日町会計管

理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１ 出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 
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訓子府町議会議長 橋本 憲治 様 

平成２３年２月９日 

訓子府町監査委員 山田  稔 

訓子府町監査委員 佐藤 静基 

次のページ、９８ページ、９９ページにつきましても、先ほどと同様説明を省略させて

いただきます。 

続きまして、本日追加で配布させていただきました３月分の例月出納検査結果報告につ

いて、ご報告申し上げます。９９－１ページでございます。 

出納検査結果報告 

地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２３年３月７日町会計管

理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１ 出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

訓子府町議会議長 橋本 憲治 様 

平成２３年３月７日 

訓子府町監査委員 山田  稔 

訓子府町監査委員 佐藤 静基 

次のページの９９－２ページ、９９－３ページにつきましても、先の２件と同様、説明

を省略させていただきます。 

以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、本報告を終わります。 

 

    ◎報告第３号 

○議長（橋本憲治君） 日程第３０、報告第３号 所管事務調査結果報告についてを議題

といたします。 

 ２つの常任委員会から平成２２年度の閉会中に実施した所管事務調査について、会議規

則第４１条第１項の規定により、各常任委員長から報告をいただきます。 

 まず、総務文教常任委員会からお願いいたします。 

 ３番、山本朝英君。 

○３番（山本朝英君） ただいま、議長からお許しをいただきましたので、平成２２年度 

総務文教常任委員会所管事務調査結果について、ご報告申し上げます。 

 この所管事務調査につきましては、平成２２年第１回定例会におきまして、平成２２年

４月１日から平成２３年３月３１日までの間、議会閉会中も継続して調査できるよう議決

を受け、実施したものであります。 

 具体的な調査及び質疑の内容については、省略いたしますが、平成２３年１月２５日に

は、委員会としての最終的な協議を行い、全委員の一致した意見として、報告書のとおり

調査所見としてまとめましたので、今後の町政執行にご配慮いただきたいと思います。 

 なお、その内容につきましては、調査所見の朗読をもって、報告にかえさせていただき

たいと思います。 

（１）入札については、今後とも適正な執行に努めるとともに事業費の積算にあたっては、
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その内容を十分精査のうえ、透明性を高める必要があります。さらに地元業者の入札への

参加機会についても配慮していく必要がある。 

（２）今後のまちづくりについては、住民参画ビジョン検討会議の中で、協議された住民

参画の仕組みやまちづくり推進会議の役割を広く町民に周知し、十分なコンセンサスを得

た中で、進めていく必要がある。 

（３）町税等の収納については、厳しい経済状況の中、収納率が向上していることは評価

できるものである。しかし、税の公平性の観点からも滞納解消に向け努力を求めるもので

あるが、滞納者個々の状況を判断した中で、対応を図る必要がある。 

（４）国民健康保険事業の運営については、将来的な方向性を見据えた中で、判断する必

要がある。また、国の負担率引き上げなど財政支援について求めていくことを望むもので

ある。 

（５）各種福祉政策の中では、本年度から開催内容が変更された敬老祭について、招待者

の範囲について節目をいかした中で、さらに対象年齢の見直しを参加者や関係団体の要望

等を考慮し、改善を図る必要がある。 

（６）各種予防業務では、健康教育の充実を図ることにより、さらに町民の健康に対する

意識を高め、各種健診の受診率向上につなげていく努力を求めるものである。 

（７）図書館の運営については、将来の図書館のあり方を明確にした中で、施設整備を検

討していく必要があるとともに、蔵書については、各学校図書との連携も図りながら進め

ていく必要がある。 

（８）子育て支援センターについては、多くの子育て世代の中心的な存在となれるよう関

係機関と連携を強化し、子育てにかかわる問題や悩みの相談しやすい環境と見守りの体制

を図ることが望まれる。 

（９）その他委員会の所管する事項の地域担当制については、地域とのパイプ役をさらに

強化するため、町の方針など説明に出向く役目を担うなど地域での積極的な活動を図る必

要がある。 

 以上をもって、総務文教常任委員会 所管事務調査結果報告とさせていただきます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、産業建設常任委員会からお願いいたします。 

 ７番、工藤弘喜君。 

○７番（工藤弘喜君） それでは、議長からお許しをいただきましたので、平成２２年度 

産業建設常任委員会所管事務調査結果について、ご報告申し上げます。 

 所管事務調査の経過につきましては、ただいま、総務文教常任委員会のところで述べら

れていましたので、省略させていただくこととし、本委員会においても平成２３年２月１

０日に委員会としての最終的な協議を行いまして、全委員の一致した意見として、報告書

のとおり調査所見としてまとめましたので、今後の町政執行にご配慮いただきたいと存じ

ます。 

 なお、その内容については、総務文教常任委員会同様、調査所見の朗読をもって、報告

にかえさせていただきます。 

（１）農業振興については、国の農業政策の転換が実施されている中、ＪＡ等の関係機関

と連携を図り、各農業者への迅速な情報提供に努める必要があり、また、担い手対策や後

継者支援についても関係機関と協力し、より一層の取り組みの強化を求めるものである。 
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（２）畜産振興については、口蹄疫や鳥インフルエンザなどに対する自衛防疫体制の強化

と北海道やＪＡなどの関係機関と十分に連携を図り、迅速に対応できる体制の確立が必要

である。 

（３）温泉保養センターの管理運営については、適切な管理により経費の削減を図るとと

もに、温泉利用者の拡大のためのＰＲや新たな取り組みなど創意工夫が必要である。 

（４）中小企業の振興については、特に、商工業対策として、指導的な役割を担う商工会

と十分な意見交換を図る必要があるとともに、今後予定される旧駅舎周辺の整備に関して

も町のにぎわいとなり、商工業の発展につながるものとなるよう、十分な協議が必要であ

る。 

（５）町有林の維持管理については、町の貴重な財産の価値を高めるため、専門職の育成

が必要であり、また、林産物以外の森林資源の活用などの取り組みも求めるものである。 

（６）町営及び町有住宅の維持管理については、厳しい経済状況の中ではあるが、使用料

の滞納を抑制するため、早期の相談業務などの対応と特に入居者の生活実態の把握などに

関し、関係課との連携を図ることが必要である。 

（７）建築及び土木工事の執行状況については、平成２２年度についても、国の臨時交付

金等で公共工事の前倒しを実施してきたところであるが、今後、地元業者にも配慮した計

画的な公共工事の実施と発注に向け、取り組んでいく必要がある。 

（８）道路・河川の維持管理については、過去や今後の農業基盤整備事業の実施を考慮し

た補修や再整備などの制度確立に向け、国などに強く要望していく必要がある。 

（９）公園の維持管理については、遊具などの附帯設備の定期的な点検を実施し、事故防

止を図る必要がある。 

（１０）上水道事業の運営については、今後とも安全で安定的、安価な水の供給のため日

常の管理に努めるとともに、将来に想定される老朽管の更新事業の実施にあたっては、使

用者等の十分な理解のもと実施していく必要がある。 

（１１）その他委員会の所管に属する事項について 

 ・随意契約の執行状況については、これまで同様、公平、公正で適正に執行されること

が必要である。 

 以上をもって、産業建設常任委員会所管事務調査結果報告とさせていただきます。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、所管事務調査結果報告を終了いたします。 

 

   ◎散会の宣告 

○議長（橋本憲治君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。明日からの一般質

問を町民の皆さんに周知しているため、本日はこれにて散会いたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労様でございました。 

 

散会 午後 １時３５分 


